
自分の命、大切な人の命を

守るため、

日頃から水害への

備えをお願いします！

保存版

甲府市

大国地区 水害避難ガイド

大国地区における水害の危険性や、いざというときの避難について改めて知ってい

ただくための、「水害避難の地区研修会」を、令和４年７月１６日（土）に自治会長、

避難所運営委員、消防団、各種団体などの皆様を対象に大国小学校で開催しました。

研修の内容をこのガイドにまとめましたので、いざというときに命を守るため、各

ご家庭での備えや、地域で助け合って避難するための取組につなげてください。

① 「甲府市洪水ハザードマップ」で、自宅の状況をチェック！

② 避難をするための情報をチェック！

③ 避難先を考えよう！

④「マイ・タイムライン」をつくろう！

⑤ 地域の避難計画を作成しよう！

【研修の内容】

大国地区「地域の水害避難マップ」【付録】

洪水災害に備えて

「甲府市洪水ハザード
マップ」と一緒に活用
しましょう！
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最近では、地球温暖化の影響とも言われる過去に例のない大雨や集中豪雨

が発生し、全国では、大災害が毎年のように発生しており、多くの河川が流れ

る甲府でも、いつ災害が発生しないとも限りません。

いざというときに、適切な避難行動をとるためには、まず、お住まいの地域

にどのような危険性があるのか知っておかなければなりません。

新たにお配りした甲府市洪水ハザードマップ（令和４年４月版）と、このガイド

の付録＜地域の水害避難マップ＞で、自宅周辺で想定される浸水の深さなど

の危険性を、必ず確認してください。

避難をするためには、大雨や洪水に関する情報を知り、どのタイミングで避難が必要なのか

を知らなければなりません。

下の表の＜５段階の警戒レベル＞は、大雨による洪水や土砂災害などの危険性に関する防災情報と、

その際に取るべき行動を直感的に結び付けることができるよう、レベルごとに共通の色を付けたもの

です。気象情報なども、警戒レベルに応じた色とともに発表、表示されます。

＜赤で早めの避難、紫で必ず避難＞と覚えてください。

② 避難するための情報をチェック！

① 『甲府市洪水ハザードマップ』で自宅の状況をチェック！

警戒レベル３以上の避難
情報は、防災行政用無線
（防災こうふ）でサイレ
ンを鳴らしてお知らせし
ます。また、テレビ・イ
ンターネット・防災アプ
リなども活用して、自ら
情報収集しましょう。

各種防災情報を「甲府市防災
アプリ」から確認できます。

ダウンロードはこちら↓11chでリモコンの
「ｄデータ」ボタ
ンを押すと、防災
無線の放送内容や、
気象や水位等の情
報を得られます。

赤で早めの避難！紫で必ず避難！！
防災情報の詳細は「甲府市洪水ハザードマップ」の５～８ページをご覧ください！

こうふＰＲ大使 武田 ハルくん

情報を収集して、早めの避難を心がけましょう！
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家族で話し合おう！

ご自宅の危険性や避難先、防災情報について確認したら、“いつ”、“どのような避難行動をするか”を

あらかじめ整理する「わたしの避難行動計画（マイ・タイムライン）」を作成しましょう。大雨や台風接近の

際は、マイ・タイムラインを目安に、ご家庭での早めの避難につなげてください。

各家庭での取り組みに加え、自治会等でも避難計画を作成しましょう。消防団などと連携した避難の呼

び掛けや支援、連絡網による避難状況の確認などができるように、日頃から地域で取り組むことがとても

重要です。実際に、災害が発生した地域で、「消防団やご近所の方などによる避難の呼び掛けが、避難の

きっかけになった」という事例が報告されています。

いざというときに逃げ遅れることがないよう、自治会等で、水害の避難計画や避難のための名簿、連絡

網などを作成する際は、地域の皆さまのご協力をお願いします。

⑤ 地域の避難計画を作成しよう！

◀左記の例を見ながら、

次ページの「マイ・タ

イムライン」に書き込

んでみてください

④ 「マイ・タイムライン」をつくろう！

研修会では感染症対策を踏まえた避難者の受付訓練や避難スペースの区割り訓練などを行いました。

スムーズな避難所運営や復旧活動には、
自治会や住民の皆様と、日常的に活動を行
う各種団体や消防団などが協力し合うこと
が重要です。

また、これまでの災害対応では女性の視
点に立った避難所運営が課題となっていま
した。女性防災リーダーや各種団体からの
女性の参画が様々な人への配慮につなが
ります。

③ 避難先を考えよう！

垂

直

避

難

・高い建物への避難
・自宅の２階などへの避難

水 平 避 難

・避難所への避難
・親せきや知人宅などへの避難

分散避難の例
避難先は最寄りの避難所に避難することだけでは

なく、右の図のように、親せきや知人宅、自宅の２階、

高い建物などに避難する「分散避難」が考えられます。

また、避難指示等の対象ではない安全な地域の避

難所への避難も可能です。

※２階への避難は最大浸水深が概ね３ｍ未満の場合に可能
ですが、水が引くまでの間の生活ができる場合に限ります。
※避難指示等の区域外の避難所は、台風や大雨の状況に応
じて開設します。
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水害避難の地区研修
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洪水災害に備えて 大国地区 水害避難ガイド
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